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特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
の
運
用
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
「
本
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ

き
、
国
民
一
人
一
人
に
個
人
番
号
（
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
と
い
う
。
）
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
税
負
担
の
公
平
化
、
社
会
保
障
給
付
の
適
正
化
等
を
目
的
と
し
て
お
り
、
主
に
税
、
社
会
保
障
の

分
野
に
導
入
さ
れ
て
い
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
各
種
手
続
が
便
利
に
な
る
も
の
の
、
制
度
に
対
す
る
懸
念
（
国
家
に
よ
る
個
人
情
報

の
一
元
管
理
、
特
定
個
人
情
報
の
不
正
追
跡
・
突
合
、
財
産
そ
の
他
の
被
害
等
）
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
が
課
題
と
な

る
。そ

こ
で
、
行
政
機
関
等
が
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
シ
ス
テ
ム
上
で
保
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

等
の
権
利
利
益
に
与
え
る
影
響
を
予
測
し
た
上
で
、
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
の
事
態
を
発
生
さ
せ
る
リ
ス
ク
を
分
析
し
、

こ
の
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
仕
組
み
を
設
け
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
」
で
あ
り
、
「
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
の
権
利
利
益
の
侵
害
の
未
然
防
止
」
と

「
国
民
・
住
民
の
信
頼
の
確
保
」
の
実
現
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

一



他
方
、
平
成
二
十
七
年
五
月
、
日
本
年
金
機
構
の
業
務
用
端
末
が
不
正
ア
ク
セ
ス
さ
れ
、
約
百
二
十
五
万
件
の
個
人
情
報
流

出
の
事
案
が
発
生
し
た
（
「
本
不
正
ア
ク
セ
ス
事
案
」
と
い
う
。
）
。
対
象
者
は
約
百
一
万
人
で
、
基
礎
年
金
番
号
、
氏
名
、

生
年
月
日
、
住
所
な
ど
の
個
人
情
報
が
流
出
し
た
。
こ
の
事
案
は
直
ち
に
調
査
が
行
わ
れ
、
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
日
、
日

本
年
金
機
構
の
不
正
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
情
報
流
出
事
案
に
関
す
る
調
査
委
員
会
は
、
「
不
正
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
情
報
流
出
事
案

に
関
す
る
調
査
結
果
報
告
に
つ
い
て
」
（
「
本
報
告
書
」
と
い
う
。
）
を
公
表
し
て
い
る
。

本
報
告
書
で
は
、
「
今
後
、
関
係
機
関
と
協
力
し
、
更
な
る
調
査
を
進
め
る
と
と
も
に
、
こ
の
度
の
事
案
を
重
く
受
け
止

め
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
一
層
の
強
化
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
原
因
調
査
、
再
発
防
止
等
の
た
め
の
委

員
会
を
設
置
し
ま
す
」
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
教
訓
が
ど
の
よ
う
に
「
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
」
に
反
映
さ

れ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

本
不
正
ア
ク
セ
ス
事
案
を
踏
ま
え
て
、
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
は
ど
の
よ
う
な
見
直
し
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。
政
府

の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

本
不
正
ア
ク
セ
ス
事
案
以
外
の
様
々
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
事
故
を
踏
ま
え
て
、
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
は
適
時
適
切
に
見

直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二



三

日
本
年
金
機
構
以
外
の
組
織
で
も
、
同
様
な
不
正
ア
ク
セ
ス
事
案
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
個
人
情
報
保
護
評
価
の
基
準

を
見
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

不
正
ア
ク
セ
ス
等
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
事
故
が
発
生
し
た
事
業
主
体
等
に
対
す
る
安
全
管
理
措
置
の
再
確
認
は
誰
が
行
う
こ

と
と
な
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
政
府
は
そ
の
証
跡
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

特
定
個
人
情
報
の
安
全
管
理
措
置
に
関
し
て
、
地
方
公
共
団
体
、
広
域
連
合
、
民
間
企
業
等
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱

う
者
の
中
で
ど
の
よ
う
に
徹
底
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
者
の
安
全
管
理
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
政
府

は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
の
か
。
政
府
の
把
握
状
況
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

六

特
定
個
人
情
報
の
安
全
管
理
措
置
に
関
し
て
、
地
方
公
共
団
体
、
広
域
連
合
、
民
間
企
業
等
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱

う
者
の
実
施
状
況
の
十
分
な
把
握
に
至
っ
て
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
本
法
の
施
行
に
係
る
努
力
を
怠
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
ま
た
ど
の
よ
う
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

七

特
定
個
人
情
報
は
国
と
地
方
公
共
団
体
（
広
域
連
合
含
む
）
で
相
互
に
利
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
国
と
地
方
公
共
団

体
が
一
体
と
な
り
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
の
た
め
の
基
盤
を
構
築
す
べ
き
で
あ
る
。
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
、
地
方
自
治

の
原
則
が
尊
重
さ
れ
る
と
し
て
も
、
共
通
的
な
基
盤
に
つ
い
て
は
、
国
が
一
括
整
備
す
る
こ
と
も
検
討
す
べ
き
で
は
な
い

三



か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

八

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
新
た
な
社
会
基
盤
と
し
て
政
府
が
整
備
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
責
任
者
は
誰

か
。
組
織
縦
割
り
で
、
実
質
的
に
は
統
制
が
取
れ
て
い
な
い
と
の
懸
念
が
あ
る
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

九

情
報
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
つ
い
て
、
政
府
は
社
会
基
盤
と
し
て
統
制
が
取
れ
て
い
る
と
の
認
識
を
有
し
て
い
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
効
果
と
証
跡
に
つ
い
て
明
示
さ
れ
た
い
。

十

政
府
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
関
す
る
広
報
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
「
国
の
行
政
機
関
や
地
方
公
共
団
体
な
ど
に
お
い
て
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
社
会
保
障
、
税
、
災
害
対
策
の
分
野
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
」
と
の
方
針
が
示
さ
れ
て
い

る
。
今
次
の
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
お
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
を
行
っ
て
い
る
の
か
、
あ

る
い
は
行
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
に
は
ど
の
よ
う
な
効
果
が
見
込
ま
れ
る
の
か
。
政
府
の
取
り
組
み
を
具
体
的
に

示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


